
◎日本国憲法の改正手続に関する法律 
（平成一九年五月一八日法律第五一号）（衆）   

一、提案理由（平成一八年六月一日・衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会） 

○保岡興治君外五名提出の「日本国憲法の改正手続に関する法律案」の提案理由 

○船田議員 ただいま議題となりました自由民主党及び公明党共同提出の日本国憲法の

改正手続に関する法律案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及び内容の概要

を御説明申し上げます。 

 日本国憲法はその第九十六条において改正手続を定めているにもかかわらず、そのた

めの具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから六十年近くを

経過しようとしている今日に至るまで、整備されてまいりませんでした。このような基

本的な憲法附属法典の整備は、国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的責務で

あると言っても過言ではありません。憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の

担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法改正に対する

国民の主権を回復し、真の国民主権を具体化することにほかならないからであります。 

 昨年の特別会において設置されて以来、本特別委員会においては、憲法改正国民投票

法制全般に関して、各会派からの意見表明、有識者を招致しての参考人質疑、委員間の

自由討議など、実に活発な御議論をしていただいてまいりましたが、本年三月からは、

これと並行して理事懇談会の場で具体的な法制度の設計に関する論点整理を進めてまい

りました。その結果は委員各位にも資料にて御報告しているとおりでございますが、自

由民主党、公明党及び民主党の三党間においては、法制度設計に当たってのほとんどの

事項について共通の認識が得られるところまでまいりました。しかし同時に、なお幾つ

かの重要な点において意見の相違が確認されたところでもあります。 

 今後は、お互いが現時点で最良と考える法制度について具体的な法律案の形で提出し、

これを国会の委員会、本会議という国民に見える公の場において議論をし、かつ、これ

に対する御意見、御批判をいただきながら、さらに幅広い合意形成を目指してよりよい

ものにしていくことが、憲法という国家の基本ルールの改正に関する手続法の制定手続

として望ましいと考えました。 

 これが、本法律案の提出に至る経緯でございます。 

 以下、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一は、本法律案は、あくまでも日本国憲法第九十六条の実施法であり、憲法改正国

民投票だけを対象としているものであります。 

 第二に、国民投票の期日は、国会が憲法改正を発議した日から起算して六十日以後百

八十日以内において、国会自身が議決した期日に行うことといたしております。 

 第三に、投票権者については、日本国民で年齢満二十年以上の者としております。 

 第四に、憲法改正の発議があったときは、憲法改正案の内容の広報活動を行うため、

国会に両議院の議員各十名で構成する憲法改正案広報協議会を設置することといたして



おります。 

 第五に、投票の方式については、賛成するときはマルの記号を、反対するときはバツ

の記号を自書することとし、白票は無効票としております。そして、賛成の投票数が有

効投票総数の二分の一を超えた場合に国民の承認があったものとしております。 

 第六に、国民投票運動についてでありますが、国民投票運動は基本的に自由とし、投

票の公正さを確保するための必要最小限の規制のみを設けることといたしました。その

上で、投票事務関係者や特定公務員の在職中の国民投票運動の禁止、公務員等や教育者

の地位を利用して行う国民投票運動の禁止、国民投票の期日前一週間のテレビ、ラジオ

における広告放送の制限等に関する規定を設けております。他方、政党等に対するテレ

ビやラジオ、新聞における無料広告枞の提供といった国民投票運動の一部公営に関する

規定も設けております。 

 第七に、罰則についても、投票の公正さを確保するための必要最小限の規定のみを設

けることとしたほか、いわゆる買収罪についても、その対象を社会常識的な範囲を逸脱

する悪質な行為に限定するべく、組織により、多数の投票人に対し、賛成または反対の

投票をし、またはしないよう勧誘する行為であって、その報酬として金銭や投票行動に

影響を与えるに足りる物品を供与する行為等に限ることといたしたところであります。 

 第八に、憲法改正の発議手続を整備するため、国会法の一部を改正することといたし

ております。その内容は、憲法改正原案を発議する場合の賛成者の員数要件、憲法改正

原案を審査する憲法審査会の設置、そして憲法改正原案という重要議案を審査すること

に伴う憲法審査会における審査手続の特例等であります。 

 最後に、この法律の規定のうち国民投票の実施に関する部分は公布の日から起算して

二年を経過した日から、また、国会法の一部改正の部分は公布の日以後初めて召集され

る国会の召集の日から、それぞれ施行することといたしております。 

 以上が、この法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。 

 委員各位におかれましては、何とぞ、慎重な御審議をいただきました上で、速やかに

御可決くださいますようお願い申し上げます。 

○枝野幸男君外三名提出の「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件

の発議手続及び国民投票に関する法律案」の提案理由 

○鈴木（克）議員 私は、民主党・無所属クラブの提案者を代表して、ただいま議題と

なりました日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国

民投票に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。 

 この法律案は、日本国憲法九十六条に規定する憲法改正国民投票に関する手続と、国

政における重要な問題についての諮問的国民投票に関する手続とを一体のものとして定

め、あわせてそれぞれの発議に関する手続の整備を行うものであります。 

 憲法改正のための具体的手続は、本来、一九四六年制定の際、憲法附属法として同時

に整備されるべきものでした。しかも、これら手続の整備は、本来、憲法改正そのもの



に関する議論と区別して中立公正に進められるべきです。改正が容易であっても、改正

が困難であっても、偏った制度では国民の意思を正確にとらえることができず、ひいて

は立憲主義の自殺行為となるからであります。 

 このため、具体的な憲法そのものの議論がこれ以上深まる前に、改正推進派も改正反

対派も双方が納得できる制度を整えておくべきであると考え、本法律案を提起していま

す。 

 ところで、憲法改正手続国民投票制度は、間接民主制を基本とする我が国政にあって、

直接的に国民の意思を問う例外的な制度です。そして、立憲主義の観点から、直接的に

国民の意思を問うことが望ましい案件は、憲法の条文そのものを改正するケースに必ず

しも限られません。 

 もちろん、国会の意思とは無関係に、国会の立法権限を法的に制約するような手続は

認められません。しかし、特に立憲主義にかかわる問題について、国会がみずからの意

思に基づき、諮問的に国民の意思を問い、その主権者の意思を十分に考慮しながら権限

行使することは、何ら憲法に反するものではなく、むしろその趣旨にかなうことであり

ます。 

 このため、私たちは、一般法である諮問的国民投票制度の創設とその特例法である憲

法改正国民投票制度の創設とを一本の法律として提案しています。 

 以上が本法律案を提出するに至った経緯及び理由でありますが、以下、ポイントとな

る点に絞ってその内容を説明します。 

 第一に、投票権者の範囲です。 

 我が党は、従来から、成人年齢そのものを十八歳に引き下げることを主張しています。

このこと自体、速やかに実現すべきと考えますが、せめて尐なくとも憲法改正国民投票

に関しては、この国の未来に、より長期にわたってかかわっていく若い世代に可能な限

り決定に参加する機会を認めることが必要です。このため、本法律案では、投票権年齢

を原則十八歳まで引き下げ、さらには、案件によって、国会の議決に基づき、これを十

六歳まで引き下げることが可能なこととしています。 

 第二に、投票用紙への記載方法及び過半数の意義についてです。 

 憲法九十六条は、国会の発議に対する国民の承認を要求しています。わざわざ投票所

まで足を運び、かつ、是とする意思を示さなかった者については、承認の意思がなかっ

たものと判断するのが適切です。このため、本法律案では、国会の発議を是としこれを

承認する者が投票用紙にマル印を付すものとし、マル印を付した票が投票総数の過半数

に達した場合に憲法が改正されるものとしました。 

 第三に、いわゆる国民投票運動についてです。 

 国民投票と公職選挙は、投票という行動では似ています。しかし、選挙においては政

党や候補者という運動主体が事実上限定的に存在しますが、国民投票においては賛成ま

たは反対の意見を持つすべての国民が運動の主体となり得ます。また、国民投票では改



正に賛成または反対の運動と政治的意見表明との区別がつかず、これを規制すると政治

的意見表明そのものに強い萎縮効果が働きます。 

 このため、尐しでも萎縮効果の生じることのないよう、一つには、特定公務員の運動

禁止規定や公務員、教育者の地位利用による運動禁止規定を原則として設けないものと

しています。例外として、投票事務等に関与する公務員については運動禁止の規定を設

けています。 

 また、一票を金で買うような行為は国民投票においても許されるものではないと考え

ますが、萎縮効果が生じないよう、本当に悪質なケースだけが対象になる構成要件を設

けることは困難であるため、買収罪の規定を設けないこととしました。 

 以上が、本法律案の主な内容です。 

 委員各位には、この法律案と与党案について、改正を目指す者と改正に反対する者の

双方が納得できる中立公正な制度が創設できるよう、謙虚かつ真摯な議論をお願いして、

趣旨の説明といたします。 

○付 併合修正後の「日本国憲法の改正手続に関する法律案」の提案理由（平成一九年

四月一七日・参議院日本国憲法に関する調査特別委員会） 

○衆議院議員（保岡興治君） 日本国憲法の改正手続に関する法律案につきまして、そ

の趣旨を御説明いたします。 

 日本国憲法は、その第九十六条において改正のための手続を定めているにもかかわら

ず、そのための具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから六

十年近くを経過しようとしている今日まで整備されてまいりませんでした。このような

基本的な憲法附属法の整備は、国権の最高機関、国会の唯一の立法機関として国民の負

託を受けている私ども国会議員の基本的な責務であります。憲法改正国民投票法制の整

備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を整備することであ

り、憲法改正に対する国民の主権を回復し、憲法それ自体が基本理念とする国民主権を

確立することにほかならないからであります。 

 本法律案は、平成十二年一月に衆議院に設置された憲法調査会における日本国憲法に

関する広範かつ総合的な調査、そして、一昨年九月に衆議院に設置された日本国憲法に

関する調査特別委員会における論議の成果を法律案として取りまとめ、昨年五月二十六

日に提出し、その後の法案審査を踏まえ、これをより良いものにするために、去る三月

二十七日に修正案を提出し、更に審査を行った後、今月十二日に特別委員会において修

正議決されるべきものとされ、翌十三日の衆議院本会議において、委員長報告のとおり

修正議決されたものであります。 

 以下、本法律案の要点を申し上げます。 

 第一は、国民投票の対象であります。本法律案は、あくまでも日本国憲法第九十六条

の実施法であり、憲法改正の国民投票のみを対象といたしております。ただ、憲法改正

を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票に関しては、言わ



ば憲法第九十六条の周辺に位置するものと考えられることから、修正により、その意義

及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他

の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする旨の規定を附則に設けたところ

でございます。 

 第二に、国民投票の期日は、国会が憲法改正を発議した日から起算して六十日以後百

八十日以内において、国会自身が議決した期日に行うことといたしております。 

 第三に、国民投票の投票権者は、日本国民で年齢満十八年以上の者とし、この要件に

合致する限り、成年被後見人以外のすべての日本国民に投票権を与えることといたして

おります。なお、この法律が施行されるまでの三年間に、公職選挙法、民法、その他の

法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の規定を附

則に設けております。 

 第四に、憲法改正の発議があったときは、国会に両議院の議員各十名で構成する国民

投票広報協議会を設置することといたしております。この広報協議会は、憲法改正案や

その要旨、新旧対照表その他参考となるべき事項に関する分かりやすい説明を客観的か

つ中立的に記載するとともに、その憲法改正案に対する賛否両方の意見を公正かつ平等

に記載した国民投票公報の原稿の作成など、憲法改正案の内容を国民に周知広報する活

動を行う機関でありますが、このような周知広報活動は、憲法改正案の内容を熟知して

いる国会議員でもって組織する国会の機関が自ら行うことがふさわしいとの考えから、

このようにしているところであります。 

 なお、その委員の選任に当たっては、原則、各会派の所属議員数の比率による割当て

ということになりますが、しかし、この原則により委員を割り当てた場合に憲法改正の

発議に係る議決において反対の表決を行った議員の所属する会派から委員が一人も選任

されないこととなるときは、各議院において、当該会派にも委員を割り当て選任するよ

うできる限り配慮することといたしております。 

 第五に、投票の方式については、賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を、

反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字をマルの記号で囲むこととしておりま

す。また、投票人の意思を最大限酌み取るため、賛成又は反対の文字をバツの記号、二

重線等で抹消した投票も有効とすることとし、無効の票が尐なくなるよう最大限の配慮

をいたしております。そして、憲法改正案に対する賛成票の数が賛成票の数及び反対票

の数の合計数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったも

のとしております。 

 第六に、国民投票運動についてでありますが、多くの国民の皆さんがこれにかかわる

であろうことを前提に、国民投票運動は基本的に自由とし、投票の公正さを確保するた

めの必要最小限度の規制のみを設けることといたしております。具体的には、表現の自

由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなけれ

ばならない旨の適用上の注意規定を設けること、国民投票運動が禁止される特定公務員



は選管職員等に限定していること、公務員等、教育者の地位利用による国民投票運動は、

その範囲を明確にした上で禁止するものの、違反に対する罰則は設けないこと、公務員

法制上の公務員の政治的行為の制限については、この法律が施行されるまでの間に、公

務員による憲法改正に関する賛否の勧誘その他の意見の表明が制限されることとならな

いよう必要な法制上の措置を講ずるものとしていること、テレビ、ラジオにおける有料

広告については、投票日前二週間に限って禁止すること、政党等は、テレビ、ラジオや

新聞において、賛否平等に無料で広告をすることができることとすること、買収罪は対

象を極めて悪質な行為に限定するよう、七重の縛りを掛けていることなどがその内容で

あります。 

 第七に、国民投票に関し異議がある場合の訴訟制度を設けておりますが、この訴訟の

提起があっても、原則として国民投票の効力は停止しないものとしております。 

 第八は、憲法改正発議のための国会法の一部改正に関する事項でありますが、まず、

個々の議員が憲法改正原案を提案するには、衆議院においては議員百人以上、参議院に

おいては議員五十人以上の賛成を要するものとすること、次に、憲法改正原案の提案は、

内容において関連する事項ごとに区分して行うものといたしております。さらに、日本

国憲法等について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案や日本国憲法に係る改正

の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設けるこ

とといたしております。 

 最後に、この法律の規定のうち国民投票の実施に関する部分は、公布の日から起算し

て三年を経過した日から、また、国会法の一部改正の部分は、公布の日以後初めて召集

される国会の召集の日から、それぞれ施行することといたしております。なお、憲法改

正原案の提出及び審査に係る国会法の規定は、この法律が施行されるまでの間は適用し

ないものとしております。 

 以上が本法律案の趣旨であります。 

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院日本国憲法に関する調査特別委員長報告（平成一九年四月一三日） 

○中山太郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、日本国憲法に関する

調査特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 日本国憲法第九十六条には、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の

賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この

承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半

数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の

名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」と定められており

ます。 

 両法律案はいずれも、この日本国憲法第九十六条に定める憲法改正について、国民の

承認に係る投票に関する手続を定めますとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続



の整備を行うことをその主たる内容としておりますが、両法律案を比較いたしますと、

おおむね次の六点で相違をいたしております。 

 一、憲法改正の承認のほか、国政における重要な案件を国民投票の対象とするか否か、 

 二、国民投票の投票権年齢について、満二十年とするか、あるいは満十八年を原則と

するか、 

 三、国民の承認を得たこととなる過半数の意義について、有効投票総数の過半数とす

るか、あるいは投票総数の過半数とするか、 

 四、国民投票運動が禁止される特定公務員の範囲をどうするか、 

 五、公務員等、教育者の地位利用による国民投票運動の禁止の規定を設けるか否か、 

 六、組織的多数人買収罪に関する規定を設けるか否か 

であります。 

 両法律案は、第百六十四回国会の昨年五月二十六日に提出され、六月一日の本会議に

おいてそれぞれ趣旨説明及び質疑が行われ、同日の本委員会に付託後、直ちに両法律案

の提出者から提案理由の説明を聴取いたしました。その後、先国会では、小委員会を設

置し、参考人から四回にわたって意見を聴取するなど、審査を進めてまいりました。 

 今国会では、去る三月二十二日に公聴会を、二十八日には新潟県及び大阪府において

いわゆる地方公聴会を開催し、また今月五日に再度公聴会を開催するなど、慎重に審査

を重ねてまいりました。この間、三月二十七日に、保岡興治君外三名から、自由民主党

及び公明党の共同提案による両法律案を併合して一案とする修正案が提出され、二十九

日に提案理由を聴取いたしました。 

 次に、併合修正案の主な内容について御説明を申し上げます。 

 第一に、国民投票の対象は、憲法改正国民投票に限定することとした上で、憲法問題

予備的国民投票とでも言い得る法制度を中心とした一般的国民投票制度について、検討

条項を附則に置くことといたしております。 

 第二に、投票権者は、投票権年齢を満十八年以上とした上で、満十八年以上満二十年

未満の者が国政選挙に参加することができるまでの間、投票権年齢を満二十年以上とす

る旨の規定を附則に置くこととしております。 

 第三に、投票用紙への賛否の記載方法は、あらかじめ投票用紙に印刷された賛成、反

対の文字をマルで囲む方式に変更した上で、賛成の投票数が賛成の投票数と反対の投票

数の合計数の二分の一を超えた場合に、国民の承認があったものとしております。 

 第四に、国民投票運動が禁止される特定公務員の範囲は、選管職員等に限ることとし

ております。 

 第五に、公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の制限につきましては、

地位利用の範囲を明確にした上で存置することといたしております。 

 その上で、これに違反した場合にも罰則を設けないことといたしております。 

 なお、国は、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見



の表明が制限されることとならないよう、検討の上、必要な法制上の措置を講ずる旨附

則に規定することといたしております。 

 第六に、組織的多数人買収罪は、適用対象及び要件を限定した上で存置することとし

ております。 

 第七に、テレビや新聞等における無料広告枞において、賛成意見、反対意見を公正か

つ平等に扱うことといたしております。 

 第八に、テレビ、ラジオにおける有料広告の禁止期間を国民投票の期日前二週間に延

長するとともに、放送事業者は、国民投票に関する放送については、放送法の規定の趣

旨に留意するものとする旨の規定を設けることとしております。 

 最後に、この法律の施行期日及び憲法審査会の審査権限につきまして、施行を公布の

日から起算して三年を経過した日とすることにしております。 

 以上が、併合修正案の趣旨及び内容の概要であります。 

 また、枝野幸男君外三名提出の法律案につきましては、今月十日、枝野幸男君外二名

から、民主党・無所属クラブの提案による修正案が提出され、昨十二日の委員会におい

て、提出者から提案理由の説明を聴取いたしました。 

 その後、両法律案及び両修正案の各案について、これらを一括して質疑を行い、同日

質疑を終局いたしました。次いで、両法律案につきまして内閣の意見を聴取した後、順

次各案について採決をいたしましたところ、まず、民主党提案の修正案につきましては、

賛成尐数をもって否決されました。次に、自由民主党、公明党共同提案の併合修正案に

つきましては、賛成多数をもって可決され、両法律案は併合して一案とし修正議決すべ

きものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成一九年三月二九日） 

○保岡委員 ただいま議題となりました与党自由民主党及び公明党共同提出の日本国憲

法の改正手続に関する法律案並びに民主党提出の日本国憲法の改正及び国政における重

要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案に対する与党自由民

主党及び公明党共同提出の併合修正案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及

び内容の概要を御説明申し上げます。 

 国民投票法案については、一昨年九月に設置された本委員会におきまして、国会に提

出される以前から、各会派からの意見表明、専門家を招致しての参考人質疑、委員間の

自由討議など、さまざまな観点から活発な議論が繰り広げられてまいりました。 

 昨年には、これらの調査と並行して、理事懇談会において、憲法改正国民投票法制の

是非を含めて、その具体的な制度設計に関する論点整理を合計七回にわたって行いまし

た。 

 委員会における調査及び理事懇談会における論点整理の協議の時間は、総計で約五十

時間に及んでおるところでございます。 



 それらの調査を踏まえて、昨年五月には、与党と民主党からそれぞれ国民投票法案が

提出され、本委員会は両法律案の審査に全力を傾注してまいりました。より充実した審

議をするために、本委員会のもとに小委員会を設置して、論点ごとに小委員会における

参考人の意見表明、小委員と参考人との懇談、委員会における質疑を繰り返しました。 

 また、先週は中央公聴会、昨日は新潟、大阪での地方公聴会を開催いたしました。 

 これらを合わせますと、両法案に関する審査は約五十時間にも達しています。このよ

うにこの法律案に関する調査審議時間は、総計で約百時間にも及びます。 

 私どもは、対案を提出された民主党のみならず、共産党、社民党、国民新党の御主張

にも十分耳を傾けながら、真摯に対応し、よりよい御意見はそれらを踏まえて思い切っ

て修正するという姿勢で臨んでまいりました。こうして議論を繰り返しているうちに、

法案提出時に見られた与党案、民主党案の違いは、もうほとんどなくなったのでありま

す。 

 そこで、私どもは、委員会における議論の到達点を修正案という条文の形で確認した

いと考え、この修正案を提出した次第でございます。 

 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一に、国民投票の対象についてですが、憲法改正国民投票と一般的な国民投票とで

は、その本質を全く異にするものであり、その詳細な制度設計についてはさらに議論を

深める必要があることから、今回は憲法改正国民投票法制に限定して制度設計を行うの

が適当であると考えております。 

 しかし、憲法改正を要する問題等についての国民投票制度につきましては、議会制民

主主義を基本とする現行憲法のもとにおいても検討に値するものと考えられます。 

 そこで、この憲法問題予備的国民投票とでも言い得る法制度を中心とした一般的国民

投票制度については、この法律の公布後速やかに、その意義及び必要性の有無、具体的

な制度設計のあり方について検討を行い、必要な措置を講ずる旨の検討条項を附則に置

くことといたしております。 

 第二に、投票権者についてであります。 

 諸外国では成人年齢に合わせて十八歳以上の国民に投票権を与える例が非常に多いよ

うでありますが、他方、投票権年齢や選挙権年齢及びそれらの基礎となっている民法の

成人年齢を引き下げることは、我が国の他の法制度、社会的制度への影響が非常に大き

いのであります。 

 そこで、これらのことを勘案し、投票権年齢を満十八年以上とした上で、この法律が

施行されるまでの間に、満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することがで

きること等となるよう、公職選挙法、民法等について検討を加え、必要な法制上の措置

を講ずるものとし、この法制上の措置が講ぜられて、満十八年以上満二十年未満の者が

国政選挙に参加することができるまでの間、投票権年齢を満二十年以上とする旨の規定

を附則に置くこととしております。 



 第三に、投票用紙への賛否の記載方法及び過半数の意義についてでございます。 

 この点については、投票人の意思を酌み取ることを重視する観点から、さらに検討を

加え、あらかじめ投票用紙に印刷された賛成、反対の文字をマルで囲むこととし、無効

票をできるだけ尐なくする方式に変更した上で、賛成の投票数が賛成の投票数と反対の

投票数の合計の二分の一を超えた場合に国民の承認があったものとしております。 

 第四に、国民投票運動が禁止される特定公務員の範囲については、選管職員等に限る

こととしております。 

 これは、本委員会での議論を通じて、憲法改正国民投票における意見表明は、主権者

国民が直接に国政に対して発言できる重要かつ貴重な機会であり、それは裁判官や検察

官等の職種についている者でも同じように保障されるべきであると考えたからでありま

す。 

 第五に、公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の制限については、地位

利用の範囲を明確にした上で存置することとしております。その上で、これに違反した

場合にも罰則を設けないこととしております。 

 なお、以上の公務員の国民投票運動に関する制限に関連して、国は、この法律が施行

されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他

意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定め

る国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上

の措置を講ずる旨附則に規定することといたしております。 

 第六に、組織的多数人買収罪については、適用対象を最も悪質な部分に限定するため、

勧誘行為を明示的なものに限定するとともに、投票に影響を与えるに足りる物品その他

の利益という要件についても、多数の者に対する意見の表明の手段として通常用いられ

ないものに限ると限定した上で存置することとしております。 

 第七に、国民投票における周知広報については、まず、国民投票公報には憲法改正案

及びその要旨並びに憲法改正案に係る新旧対照表その他参考となるべき事項に関するわ

かりやすい説明を記載することとしております。 

 また、説明会の開催の規定については、これを削除することといたしました。 

 テレビや新聞等における無料広告枞においても、賛成意見、反対意見を公正かつ平等

に扱うこととしております。その上で、一般の団体については、無料枞の割り当てを受

けた各政党等において、その一部を指名する一般の団体の利用に供する形で使用するこ

とができることが明確となるよう修正しました。 

 第八に、テレビ、ラジオにおける有料広告については、禁止期間を国民投票の期日前

二週間に延長するとともに、放送事業者は、国民投票に関する放送については、放送法

の規定の趣旨に留意するものとする旨の規定を設けることとしております。 

 最後に、この法律の施行期日及び憲法審査会の審査権限については、施行を公布の日

から起算して三年を経過した日とするとともに、それまでの間は、憲法審査会は調査に



専念することを明記することとしております。 

 以上が、この修正案を提出しました理由及びその内容の概要でございます。 

 今回提出しているこの修正案のほとんどは、本委員会における議論から導き出された

ものでございます。 

 昨日の大阪地方公聴会では、民主党の元副議長の中野寛成氏が、憲法関連基本法の一

つである国民投票法案の取りまとめに当たっては、与党は度量を、野党は良識を示すべ

きであるとの意見を述べられたと伺いました。私もこの言葉には共感を覚えます。この

修正案は、私ども与党としての精いっぱいの度量を示したつもりでございます。この修

正によって、憲法改正国民投票法案は、憲法改正の基本的手続を定める公正中立なルー

ルとして、さらに十全なものになったと自負しております。 

 今までも野党の皆さんからは建設的な御意見をちょうだいしてまいりましたが、でき

ますならば本修正案に賛成、あるいは本修正案を基礎としての共同提出に向けての調整

など、どういう形でかは別として、皆様方の良識を示していただけるならば、私ども与

党側としても、さらなる度量を示す余地があることを明確に述べておきたいと存じます。

そして、今後とも、あるべき憲法改正国民投票法制の構築に向けて、より幅の広い合意

形成を目指してまいりたいと思っております。 

 付言しますと、これまでの本委員会での御議論の成果を大切にしたいとの基本的姿勢

に基づき、冒頭に申し上げたように、今回の修正案は併合修正という方式をとることに

よって、与党提出の法律案と民主党提出の法律案の両案に対する修正案とした次第であ

ります。 

 何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げる次第でございます。 

 三、参議院日本国憲法に関する調査特別委員長報告（平成一九年五月一四日） 

○関谷勝嗣君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の

経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、日本国憲法第九十六条に定める憲法改正について、国民の承認に係る投

票に関する手続を定めるとともに、併せて憲法改正の発議に係る手続の整備を行おうと

するものであります。 

 委員会におきましては、本法律案と、小川敏夫君外四名発議の日本国憲法の改正及び

国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案を一括して

議題とし、国民投票の対象とする案件、投票権者の年齢要件、最低投票率規定の必要性、

国民投票の広報の在り方、国民投票運動の規制の在り方、投票無効訴訟手続、憲法審査

会の活動内容、合同審査会の在り方等について熱心な質疑が行われましたほか、名古屋

市、仙台市、福岡市、札幌市、さいたま市、横浜市において地方公聴会を開催するとと

もに、参考人からの意見聴取を実施するなど、精力的な審査を重ねてまいりましたが、

その詳細は会議録によって御承知願います。 

 日本国憲法の改正手続に関する法律案につきまして、質疑を終局し、討論に入りまし



たところ、民主党・新緑風会を代表して広田一理事より反対、自由民主党及び公明党を

代表して荒木清寛理事より賛成、日本共産党を代表して仁比聡平委員より反対、社会民

主党・護憲連合を代表して近藤正道委員より反対、国民新党を代表して長谷川憲正委員

より反対の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、採決を行いました結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべ

きものと決定をいたしました。 

 なお、本法律案に対し、本委員会の審査を踏まえ、簗瀬進理事より、自由民主党、民

主党・新緑風会及び公明党の共同提案による十八項目から成る附帯決議案が提出され、

多数をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年五月一一日） 

一、国民投票の対象・範囲については、憲法審査会において、その意義及び必要性の有

無等について十分な検討を加え、適切な措置を講じるように努めること。 

一、成年年齢に関する公職選挙法、民法等の関連法令については、十分に国民の意見を

反映させて検討を加えるとともに、本法施行までに必要な法制上の措置を完了するよう

に努めること。 

一、憲法改正原案の発議に当たり、内容に関する関連性の判断は、その判断基準を明ら

かにするとともに、外部有識者の意見も踏まえ、適切かつ慎重に行うこと。 

一、国民投票の期日に関する議決について両院の議決の不一致が生じた場合の調整につ

いて必要な措置を講じること。 

一、国会による発議の公示と中央選挙管理会による投票期日の告示は、同日の官報によ

り実施できるよう努めること。 

一、低投票率により憲法改正の正当性に疑義が生じないよう、憲法審査会において本法

施行までに最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること。 

一、在外投票については、投票の機会が十分に保障されるよう、万全の措置を講じるこ

と。 

一、国民投票広報協議会の運営に際しては、要旨の作成、賛成意見、反対意見の集約に

当たり、外部有識者の知見等を活用し、客観性、正確性、中立性、公正性が確保される

ように十分に留意すること。 

一、国民投票公報は、発議後可能な限り早期に投票権者の元に確実に届くように配慮す

るとともに、国民の情報入手手段が多様化されている実態にかんがみ、公式サイトを設

置するなど周知手段を工夫すること。 

一、国民投票の結果告示においては、棄権の意思が明確に表示されるよう、白票の数も

明示するものとすること。 

一、公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の規制については、意見表明の

自由、学問の自由、教育の自由等を侵害することとならないよう特に慎重な運用を図る



とともに、禁止される行為と許容される行為を明確化するなど、その基準と表現を検討

すること。 

一、罰則について、構成要件の明確化を図るなどの観点から検討を加え、必要な法制上

の措置も含めて検討すること。 

一、テレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係

者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること。 

一、罰則の適用に当たっては、公職選挙運動の規制との峻別に留意するとともに、国民

の憲法改正に関する意見表明・運動等が萎縮し制約されることのないよう慎重に運用す

ること。 

一、憲法審査会においては、いわゆる凍結期間である三年間は、憲法調査会報告書で指

摘された課題等について十分な調査を行うこと。 

一、憲法審査会における審査手続及び運営については、憲法改正原案の重要性にかんが

み、定足数や議決要件等を明定するとともに、その審議に当たっては、尐数会派にも十

分配慮すること。 

一、憲法改正の重要性にかんがみ、憲法審査会においては、国民への情報提供に努め、

また、国民の意見を反映するよう、公聴会の実施、請願審査の充実等に努めること。 

一、合同審査会の開催に当たっては、衆参各院の独立性、自主性にかんがみ、各院の意

思を十分尊重すること。 

  右決議する。 


